
仕  様  書 

１ 購入品目及び購入数量 

番号 品   目 数  量 内  訳 

1-(1) アルファ米 （白飯） 1,500袋 50袋×30箱 

1-(2) アルファ米 （山菜） 500袋 50袋×10箱 

1-(3) アルファ米 （五目） 500袋 50袋×10箱 

1-(4) アルファ米 （わかめご飯） 1,000袋 50袋×20箱 

1-(5) アルファ米 （梅粥） 300袋 50袋×6箱 

2 缶詰（箱詰）パン 480缶（箱） 24缶（箱）×20箱 

3 副食缶詰 さんま蒲焼 3,000缶 30缶×100箱 

4 副食缶詰 牛肉すき焼き 1,152缶 24缶×48箱 

5 副食缶詰 鶏そぼろ 1,200缶 24缶×50箱 

6-(1) 缶詰スープ コーンポタージュ 480缶 15缶×32箱 

6-(2) 缶詰スープ ミネストローネ 750缶 15缶×50箱 

7 缶詰フルーツ パイン＆みかん 2,400缶 24缶×100箱 

8 缶詰フルーツ おろしりんご 120缶 24缶×5箱 

9 缶詰 鶏肉うらごし（ササミ） 120缶 24缶×5箱 

10 ペットボトル入り保存飲料水 1,200本 24本×50箱 

 

２ 仕様 

番号 品   目 仕     様 

1 アルファ米 

(1) 白飯 

(2) 山菜 

(3) 五目 

(4)わかめご飯 

(5)梅粥 

ア 内容量は正味 100ｇ以上であること。 

  ただし、梅粥は正味 42ｇ以上であること。 

イ 原材料は、国産うるち米のみが使用されていること。 

ウ アルミ蒸着ラミネートフィルムを使用した袋に収められ

ていること。 

エ 賞味期限 5年以上であること。 

オ 梱包用外箱 1箱 50袋入りを基本とする。 

カ 開口部はチャック付のスタンディングパウチ（自立型）袋

であり、注湯時の袋転倒防止のため、袋底部ラウンドカット

した形状であること。 

キ 脱酸素剤が 1袋につき 1包封入されていること。 

ク ポリスチレン製スプーンが 1 袋につき 1 本封入されてい

ること。 

ケ 製品及び梱包用外箱に品名、内容量、賞味期限、保存方法、

及び製造者名が、加えて製品に原材料名、作り方、標準栄養

成分、特定原材料に関する情報、生産履歴トレースのための

管理番号が表示されていること。 
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2 缶詰（箱詰）パン ア 菓子パン缶詰または箱詰であること。 

イ 缶の場合、蓋は容易に開封できるイージーオープンエン 

ド（プルトップタイプ等）であること。 

ウ 箱詰めの場合、アルミの個包装がされていること。 

エ 味について、何種類かの中から選べること。 

オ 内容量は正味 100ｇ以上であること。 

カ 賞味期限 5年以上であること。 

キ 梱包用外箱 1箱 24缶入りを基本とする。 

ク 製品及び梱包用外箱に品名、内容量、賞味期限、保存方

法、及び製造者名が、加えて製品に原材料名が表示されて

いること。 

3 副食缶詰 

 さんま蒲焼 

ア 内容量は固形量の正味が 80ｇ以上であること。 

イ 缶蓋は、容易に開封できるイージーオープンエンド（プ

ルトップタイプ等）であること。 

ウ 賞味期限 3年以上であること。 

エ 梱包用外箱 1箱 30缶入りを基本とする。 

オ 製品及び梱包用外箱に品名、内容量、賞味期限、保存方

法、及び製造者名が、加えて製品に原材料名が表示されて

いること。 

4 副食缶詰 

 牛肉すき焼き 

ア 内容量は固形量の正味が 50ｇ以上であること。 

イ 缶蓋は、容易に開封できるイージーオープンエンド（プ

ルトップタイプ等）であること。 

ウ 賞味期限 3年以上であること。 

エ 梱包用外箱 1箱 24缶入りを基本とする。 

オ 製品及び梱包用外箱に品名、内容量、賞味期限、保存方

法、及び製造者名が、加えて製品に原材料名が表示されて

いること。 

5 副食缶詰 

 鶏そぼろ 

ア 内容量は正味 70ｇ以上であること。 

※ 以下、イからオについては、4「牛肉すき焼き」のイから

オと同様とする。 

6 缶詰スープ 

(1) コーンポタージュ 

(2) ミネストローネ 

ア 内容量は正味 190ｇ以上であること。 

イ 缶蓋は、容易に開封できるイージーオープンエンド（プ

ルトップタイプ等）であること。 

ウ 賞味期限 3年以上であること。 

エ 梱包用外箱 1箱 30缶入りを基本とする。 

オ 製品及び梱包用外箱に品名、内容量、賞味期限、保存方

法、及び製造者名が、加えて製品に原材料名が表示されて

いること。 
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7 缶詰フルーツ 

 パイン＆みかん 

ア 内容量は固形量の正味が 70ｇ以上であること。 

イ 缶蓋は、容易に開封できるイージーオープンエンド（プ

ルトップタイプ等）であること。 

ウ 賞味期限 3年以上であること。 

エ 梱包用外箱 1箱 24缶入りを基本とする。 

オ 製品及び梱包用外箱に品名、内容量、賞味期限、保存方

法、及び製造者名が、加えて製品に原材料名が表示されて

いること。 

8 缶詰フルーツ 

 おろしりんご 

ア 内容量は正味 200ｇ以上であること。 

イ 缶蓋は、容易に開封できるイージーオープンエンド（プ

ルトップタイプ等）であること。 

ウ 賞味期限 3年以上であること。 

エ 梱包用外箱 1箱 24缶入りを基本とする。 

オ 製品及び梱包用外箱に品名、内容量、賞味期限、保存方

法、及び製造者名が、加えて製品に原材料名が表示されて

いること。 

9 缶詰 

鶏肉うらごし（ササミ） 

 

ア 内容量は正味 95ｇ以上であること。 

イ 缶蓋は、容易に開封できるイージーオープンエンド（プ

ルトップタイプ等）であること。 

ウ 賞味期限 3年以上であること。 

エ 梱包用外箱 1箱 24缶入りを基本とする。 

オ 製品及び梱包用外箱に品名、内容量、賞味期限、保存方

法、及び製造者名が、加えて製品に原材料名が表示されて

いること。 

10 ペットボトル入り保存

飲料水 

ア ペットボトル 1本当たりの容量は 500ｍｌとする。 

イ 消費期限 5年以上であること。 

ウ 梱包用外箱 1箱 24本入りを基本とする。 

オ 製品及び梱包用外箱に品名、内容量、賞味期限、保存方

法、及び製造者名が、加えて製品に原材料名が表示されて

いること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 納入場所 

静岡県静岡市葵区北安東４丁目地内 

４ 納入期限 

  平成 28年 3月 29日（火） 

 

５ 賞味期限及び消費期限 

  賞味期限及び消費期限までの期間の始期は落札日以降とすること。 

  なお、缶詰類で、生産工程上、賞味期限までの期間の始期を落札日以降とできない場合は、落札

日の前 6ヶ月以内を有効保存期間の始期とすること。 

 

６ 応札品目について 

  入札参加者は応札予定品目を応札物品仕様書に記載し、仕様を満たすことを証明する書類（カタ

ログ等）と共に管理課管財係に提出すること。提出に当たっては、入札説明書に定める事前提出書

類の提出期限までに、事前提出書類と併せて提出すること。 

 

７ その他 

(1) 本仕様に定めのない事項については、管理課管財係に協議すること。 

(2) 落札業者は、納入方法等の具体について、管理課管財係の指示を受け実施すること。 


